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設置の趣旨等を記載した書類 

 

１．設置の趣旨及び必要性 

（１）埼玉学園大学の沿革と建学の理念 

本学は平成 13年に開学、本年で創設 8年目を迎える。経営学部、人間学部の 2学部

からなり、「自立と共生」を建学の精神として社会に貢献する人材の育成を行ってきた。

創設時は人間学部人間文化学科、経営学部経営学科の 2 学部 2 学科体制であったが平

成 17 年に人間学部に幼児発達学科、経営学部に会計学科を開設し、2 学部 4 学科の体

制となっている。 

本学の建学の精神のひとつである自立の精神とは、本学で学ぶことによって、自ら

学び考え、自分に納得の行く答えを得る能力を培うことを意味する。世間の風潮に流

されることなく、学問を学ぶことによって得た能力を、自分の人生と社会への貢献に

活かす人材の育成を目指したものである。他方、共生の精神とは、それぞれに自立し

て考えることのできる社会人が共に支え合って社会の課題を解決し、新しい社会を創

造し、地球市民として生きる社会を目指したものである。近代において確立した個人

の自立の精神が社会的な調和をもたらすためには、自立した個人が他人の考えを理解

し、共に社会に貢献する精神が必要となる。大学で学ぶことを通して自立と共生の精

神を培い、広く社会に貢献できる人材を養成することが本学の教育の理念である。今

日、時代は真の意味で大きな転換点に至っている。高度に発達した科学技術は、教育

の世界にも高い専門性を要求している。他方、個人的な利害関係を重視しすぎるあま

り、この 20 年あまり、市場での勝ち負けをすべての基準とする考えが国際社会を支配

してきた。今、こうした経済システムとものの見方に大きな反省が迫られている。新

しい社会の人間像として、各人が自立して個性的な判断をすると同時に互いを理解し、

共に生きる人間性豊かな人材が求められてきている。本学の建学の精神が、新しい社

会の理念として活かされ、かつ必要不可欠な社会状況になったと考えられる。 

 

（２） 知識基盤型社会の到来と人材育成の新しい理念 

1980 年代の後半から始まるグローバリゼーションの流れは、インターネットの普及

に見られるような IT 技術の急激な発達と、これに伴う金融技術と国際金融システムの

変革によって、世界経済社会を一変させた。特に、実物経済の何十倍もの通貨金融の

取引や証券市場の発達は、それまでの経済、経営、会計制度のあり方を大きく変えた。

資本の国際的な移動によって経済活動の国際化が世界的なレベルで進み、わが国も急

激な円高の進行に伴い、生産拠点を欧米や中国や東南アジアへと大幅にシフトした。

他方では、中国を中心とするアジアからの安価な製品の輸入など、グローバリゼーシ

ョンの流れに巻き込まれた。 

こうしたグローバリゼーションの進行によって、欧米、特にアメリカの経済経営シ

ステムがグローバルスタンダードとなり、アジア経済は、欧米の外資を積極的に導入

することによって、1980 年代以降、奇跡の成長を遂げるようになった。他方、日本経

済は、1980 年代に日本型経営が世界の注目を集めるほどの繁栄をもたらしたにもかか
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わらず、グローバリゼーションの流れに乗り遅れ、1990 年代以降、長期の不況を経験

した。 

こうした中で、新しいタイプの人材が求められるようになった。それは従来型の画

一化された専門技術の習得だけではなく、高い専門性に裏づけられた豊かな個性と独

創性を持つ人材である。特に、グローバリゼーションと変革をリードしてきた金融分

野や経営革新によって新しい業種の開拓が求められていく経営分野では、柔軟な発想

と独創的な解決能力をもつ人材が強く求められるようになってきた。他人と同じこと

をするのではなく、自立して考え独創的な答えを得る人材を社会が求めるようになっ

たのである。いわゆる「知識資本主義」あるいは「知識基盤型社会」の到来である。

大学の持つ高い専門性が見直される時代になったといえる。中央教育審議会の答申「新

時代の大学院教育」（平成 17 年 9 月 5 日）は、大学院教育に求められる課題を、知識

基盤型社会への移行のための大学院の基盤強化に置いている。 

また、グローバル化の進展は、その負の側面として産業の空洞化を生み地域産業の

衰退をもたらした。このため地域経済の再生と活性化が、日本経済にとっての焦眉の

急となると同時に、地域に根ざした新しい経営感覚やアジアを中心とする地域産業の

海外展開が求められてきた。そして今、地域社会に根ざした企業経営が企業のあり方

として重要性を増すにつれ、こうした地域企業の動向を理解し、貢献できる人材が求

められている。 

金融の領域が企業経営に大きなウエイトを持ち、企業が新分野や海外に進出するに

伴って、会計基準の国際的な標準化が進み、大幅な会社法の改正も行われた。こうし

た新しい経営環境の登場にともなって会計や税務の改革も大幅に進行した。国際的な

経営活動、地域に根ざした企業経営を熟知し、これを支え、地域企業の発展に指導的

な役割を果たすような会計税務の専門知識を兼ね備えた人材が求められてきている。 

 

（３）経営金融分野における人材育成の課題 

国際的な資本移動の自由化と先物取引所の開設に端を発した証券市場の発達によっ

て、経済のグローバリゼーションは急激に進展した。また、IT 関連企業の発達に端を

発し、企業経営の改革が起こり、様々な分野でベンチャービジネス、ニュービジネス

が発達した。日本は、いずれの分野でも後れを取ったが、しかし、世界の大勢に追従

する形で、規制緩和、経済改革を進めてきた。とはいえ、急激なグローバリゼーショ

ンと市場主義の限界は昨今のアメリカ金融危機に始まる世界恐慌の形で現れている。 

1980 年代後半に始まる規制緩和と市場主義の流れは、高度な専門性によって金融・

IT 分野を中心に、世界経済を新しい段階に移行させた。今日の世界は、金融なくして

経済も経営も語れない時代になってきている。しかし、過剰な金融規制緩和による金

融活動のもたらした問題点も様々な形で明らかになってきている。日本におけるバブ

ルの崩壊やタイ通貨の暴落に端を発したアジア通貨危機、そしてアメリカのサブプラ

イムローン問題に始まる金融危機と世界大不況である。こうした時代状況下で、必要

な教育と研究の第 1 は、学問の原点に立ち返って、論理的な思考を習得し、人間性に

基づいた思考・判断の素養を身につけるということである。このことは、経済倫理や
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企業のコンプライアンスを重視する人材の育成である。高い倫理観と学術的な研究能

力を持ち、現実に生じている問題を論理的に分析し、独創的で的確な解答を得る人材

の育成が、激動期の経済経営環境にとって最も必要なことである。第 2 に、80 年代後

半以降の度重なる円高の間に、多くの企業が生産拠点を欧米や中国・東南アジアに移

したために国内の地域産業の空洞化が進行した。また、ベンチャービジネス、ニュー

ビジネスの進行に見られるように、新しい発想力に基づく経営システムの構築や新産

業へ進出が時代の求めるところとなった。独創的な経営センスや地域と共生するビジ

ネスモデルの展開が求められるようになってきている。日本を支えてきた中小企業、

地域産業の高い技術レベルに加えて、新しい経営知識や経営センスが必要となってき

たのである。特に次代を担う若年層には、既成の考えに追従するのではなく、柔軟で

新しい発想が強く期待されてきている。リーダーシップを発揮して地域に貢献できる

ような高い専門性を持ち、新しい経営能力を兼ね備えた人材育成が必要となっている

のである。技術力の高い中小企業を多く抱える埼玉県にとってはこの問題は人材育成

上の大きな問題となってきている。 

第 3 に、金融のグローバリゼーションの中で、国際的な企業の M&A が進行し、わ

が国においても自動車産業の欧米やアジアへの生産拠点の展開、地域産業のアジアへ

の生産シフト、中国を中心とするアジアからの安価な製品の輸入など企業経営は国際

関係と無関係ではいられない状況になっている。日本企業が国際経済の動向に左右さ

れる状況においては、地域企業の今後にとっても、新しいグローバルスタンダードに

精通し、国際的な経営感覚を持った人材の養成が急務となっている。 

 

（４） 地域経済における本研究科の必要性 

埼玉県は、充実した高速道路網・鉄道網、多様な産業の集積、首都圏を抱える巨大

市場や豊かな人材など産業における優位性が非常に高くなっている地域であり、人口

は 700 万人を超える。中でも、川口市は、人口約 51 万人を超え、さいたま市に次ぐ人

口規模にあり、産業面にあっては伝統産業である鋳物工業を始め、機械・金属などの

重工業において工場数約 3,200、生産額は年間約 8,900 億円にのぼり、県下において他

を圧倒している地域である。 

このような状況下、埼玉県の抱えている課題について、埼玉県の長期計画である「ゆ

とりとチャンスの埼玉プラン」において、中小企業や個人事業主のさらなる競争力向

上のためには、新分野への進出、技術力やサービスの向上など経営革新が不可欠であ

るとし、いかに付加価値の高い技術や製品、サービスを提供していくか、あるいは、

いかに海外でのビジネスチャンスをつかむかといったことが大きな課題として意識さ

れており、特に、革新的な技術を創出するためには産学の連携を活発にする必要があ

ると提起している。また、川口市においては、社会のグローバル化の中で中小企業者

が近代経営への転換に意欲を高め、先端的な経営手法に基づき新しい未来を切り開い

ていくことの必要性を提起しており、あわせて有為な人材の育成を期待している。す

なわち、経営技術の革新と海外でのビジネスチャンスの開拓、そしてそれに応えられ

る経営体制の強化が埼玉県内の中小企業の課題となっているのである。 
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埼玉学園大学は、人口が多く産業の発達した川口市にあって、唯一の４年制大学と

して創設され、尐人数教育を中心としたきめ細かな教育によって、多くの有能な人材

の輩出に努めてきた。これまでの学部教育をさらに発展させ、この経済基盤と産学協

同の可能な本経営学研究科の設立は、時宜に適い、地域的な課題に対応したものとい

える。本学は大学院の設立に当たって、実務面、理論面での一線の教員を専任教員・

客員教授等として招聘しており、大学院の設立によって本学の研究水準は大きく向上

する。こうした大学の抱える研究能力を活かし、川口市や埼玉県などとともに地域企

業、地域経済の抱える問題を共同で研究し、こうしたことによって大学による地域貢

献の道が開かれる。 

【参照 資料 1：埼玉県知事からの要望書、資料 2：川口市長からの要望書】 

 

（５）大学院設置の趣旨 

（ア）教育上の理念と目的 

本研究科では、建学の精神である自立と共生の精神に基づき、課題に対して自立し

た解決能力を持ち、他者と協働し社会的に共生する人材を育成する。今日、激しく変

動する社会は、高い専門性、独創性、豊かな人間性をもった人材の育成を求めており、

こうした人材が、高度な経営能力と国際感覚を身につけ、地域企業に指導的な役割を

果たすことが期待されている。 

本研究科では、こうした建学の精神と新しい時代の要請に応じて、アカデミズムと

先端的な実務を融合した教育・研究を行う。すなわち、本研究科の教育理念は、自ら

の実践的な課題に対し学問的に解決する能力を有する人材の育成に置かれる。言い換

えれば問題解決能力を持った高度専門職業人の育成である。 

欧米を中心に国際的に見れば、修士号や博士号をもった社会人は民間、官界を問わ

ず多数見られる。わが国においても、特に人文社会科学系においては大学院の修了者

は徐々に増加する傾向にあり、社会的に定着しつつある。しかし、数尐ない研究者育

成の大学院を別とすれば、人文社会科学系における専門職業人育成に対する企業や官

界からの評価は必ずしも十分なものではない状況にある。しかし、時代は大学院レベ

ルでの高い専門性を強く求めてきており、新しい大学院教育の理念が求められている。 

中央教育審議会答申「新時代の大学院教育」では、「高度専門職業人の養成に必要な

教育」として「理論的知識や能力を基礎として，実務にそれらを応用する能力が身に

付く体系的な教育課程が求められる」としている。本研究科では、研究能力の向上に

よって高い実務レベルの専門知識を修得し、相補的な向上を目指す教育研究体制の構

築をはかっている。このため、産業・経済社会等の各分野で世界の最前線に立つ実務

家教員を含めてバランスのとれた教員構成の下での国際的な水準の高度で実践的な教

育を求めている。本研究科では、こうした社会状況に対応し、社会的に実践的で実務

的な課題を大学の持つ高い学術性と民間及び官界における先端的な政策立案及び実務

能力を融合させて社会的に現実的な課題に対応することを第１の教育理念とする。こ

のため、教授陣としては教育界、民間・官界からは多彩な人材を確保して教育研究を

進めていく。 
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   また、企業ひいては地域社会に貢献するような独創的な問題解決能力は、研究活動

の実践を通して習得される。すなわち、専門的な知識を受身で習得するのではなく、

自らの研究課題との緊張関係を保ちつつ先人の研究を自らのものとして習得し、批判

的な検討を通して自らの解答を得るという自立した研究姿勢が必要となる。こうした

研究実践を重視し、これを指導することで独創的な解答を見いだす人材の育成を行う。

これが第 2 の教育理念である。 

   第 3 に、わが国の大学院教育の欠点のひとつとして、教育の閉鎖性が指摘される。

狭い師弟関係と自らの研究課題にしか関心を示さない研究姿勢が問題にされるのであ

る。大学においても幅広い知識が、個々人の研究活動を支える。それは、何よりも社

会的な問題を広く認識することによって自らの研究課題の意味を自覚することにつな

がる。独りよがりな課題設定は、研究それ自体社会的な共感を得られない。今日の研

究は、多くの異なった分野の研究者との学際的な交流によって進展するものであり、

こうした点から見れば、他分野に対する広い知識が、自分自身の研究の豊かな土壌を

形成する。この点から、広い視野を持つ研究者の育成も本研究科の理念とするところ

である。 

 

（イ）人材育成の目指す方向 

【経営デザインコース】 

今日、欧米を中心とするグローバリゼーションやアジア諸国の急成長によってビジ

ネス環境が大きく変化している。これと同時に、地域が独自の個性を再認識し、新

しい企業・新しい産業を生み出すことが地域活性化の鍵になっている。こうした社

会的な変化を踏まえ、本コースでは、高い専門性を持って経営や会計の知識を修得

し、独創的で人間性豊かな経営や会計の専門的な社会人を養成する。具体的には、 

    ① 地域のインセンティブを活用した企業経営システム構築への貢献 

    ② 高度な経営知識をもった海外進出のフロントランナー 

③ 今日的な課題となっている経営分野に関する総合的かつ高度専門知識・技能 

 ④ 地域社会と共生して活躍する会計士、財務担当者 

⑤ 国際化の中での会計・財務の変化に対応する人材 

などである。 

【金融デザインコース】 

今日、急激な金融システムの変化によって、金融が経済活動に与える影響はますま

す大きくなってきている。企業も消費者も金融に関する知識を避けて通ることは出

来なくなってきている。本コースでは、高度な金融を基礎から応用までを習得し、

今日の金融に関わる多岐にわたる問題を学習し、研究することによって、社会にと

っての金融のあるべき姿や企業そして個人にとっての金融との関わり方を考察する。

また、税法システムの変化に対応し、地域企業を支える人材の育成をめざす。具体

的には、 

    ⑥ 高度な金融理論を習得した金融ビジネスマン 

⑦ 金融理論・制度に習熟した経営者・ビジネスマン 
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    ⑧ 税法システムの変化に対応し、地域企業を支える税法の専門職業人  

⑨ 官民共同の領域で活躍できるビジネスマン 

などである。 

 

（ウ）入学志願者と卒業予定者の進路に関する分析 

① アドミッションポリシーと志願者に関する分析 

本研究科は、グローバリゼーション下での知識基盤型社会の到来に対応する独創

性・専門性・人間性を兼ね備えた高度専門職業人の養成を目標としている。 

入学者選抜は、一般選抜及び学内推薦選抜、社会人選抜、留学生選抜に分けて行う

ものとする。一般選抜に関しては、広く意欲あふれる人材を求めるとともに、学内推

薦選抜においては、学部と大学院の一貫教育を確立し、優れた人材育成を行うことを

目標としている。 

現在の社会的ニーズは、高度に専門化された職業能力にある。企業・団体に対する

アンケートに示されているように、約半数の団体(34 社中、17 社)が、本研究科修了生

に対して高度に専門化された能力を求めている。 

【参照 資料 3：「埼玉学園大学大学院経営学研究科設置に関するアンケート(企業・団体)」】 

【参照 資料 4：「埼玉学園大学大学院経営学研究科設置に関するアンケート結果集計表」】 

【参照 資料 5：「埼玉学園大学大学院経営学研究科設置に関するアンケート結果集計表 

（企業・団体が本研究科に入学し学ぶ職員に期待すること）」】 

 

社会のニーズは欧米並みになりつつあり、社会科学系の学生に対しても大学院レベ

ルでの知識と能力を求めるようになってきているといえる。こうしたニーズに鑑み、

大学院修士課程の短期（1 年）での修了の道を開くことで、従来の学部教育を拡充し有

能な人材を社会に送り出すことを目指すものである。また、本研究科のカリキュラム

は、アカデミズムの研究者と社会の先端で活躍している実務家が共同して教育に当た

るように編成されており、社会的ニーズに十分応えられるとともに、学内外からの入

学者のニーズにも十分に対応できるものと考えられる。 

さらに、学部と大学院との一貫教育を確立することから、経営学部会計学科を中心に、

税理分野の専門家を目指すような学生が社会的に活躍できる道を開くことができるよ

う授業科目を設定しており、学生にとって大学院への入学及び学習のインセンティブ

の向上につながるととともに、こうした人材を輩出することで地域社会に貢献するこ

とができる。 

 

大学院への進学のニーズを示すものとして、本学生においては、これまでも毎年 4

～5 名の他大学の経営経済系大学院に進学していることが挙げられる。 

【参照 資料 8：「埼玉学園大学学部学生の経営・経済系大学院(修士課程)進学状況」】 

 

本学 3・4 年生を対象としたアンケート調査（調査数 601、回答数 316、回収率 52.6%）

によると約 4 分の 1 以上の学生が、「大学院の設置に強い関心がある」又は「関心があ
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る」と回答し、本学大学院への入学への関心度については、4.1％(13 名)が「入学した

い」、9.5％(30 名)が「強く関心がある」と回答しており、特に経営学部にあっては、そ

の意向が強いものとなっていることから、本学に大学院を開設し推薦選抜の制度を設

けることで学内からの受験者が確実に確保できるものと考えている。 

【参照 資料 9「埼玉学園大学大学院経営学研究科設置に関するアンケート(学生)」】 

【参照 資料 10「埼玉学園大学大学院経営学研究科設置に関するアンケート結果表」】 

 

社会人の大学院（修士課程）への入学動向に関しては、文部科学省の平成 20 年学校

基本調査によると、平成 12 年度入学者は 7,264 人であったが、平成 20 年度には 8,249

人（専門職大学院を合わせて約 12,000 人）と増加し、昭和 61 年の 817 名から大幅に

増加しているが、社会人大学院の過半が首都圏に集中していること、首都圏にあって

中小企業を中心に経済的基盤の強い川口市が社会人の大学院の空白地帯になっている

ことから、地域的なニーズは強いことが見込まれる。 

さらに、平成 20 年度の専攻分野ごとの社会人の占める割合をみると「社会科学」が

35.6％と最も高いものとなっている。 

【参照 資料 11：「(平成 20 年度学校基本調査) 専攻分野別 大学院学生数」】 

 

また, 2007 年 4 月に株式会社マクロミルが、全国の 20 歳から 59 歳の社会人 （会社

員、公務員に限る）で 5 年以内に国内の大学・大学院進学を考えている人（19,688 人

のうち 517 人、2.6％）を対象に調査（有効回答数 309 人）した結果、5 年以内に大学・

大学院に進学したいと回答した社会人の 78%が「そのまま勤めながら進学する」と回

答しており、大学院で学びたい分野においては「商学・経営学」が 33.1%と最も高い

ものとなっている。また、大学院進学したいと思った理由の第 1 位が「現在の仕事に

関して、より専門知識を身につけるため」（59.7％）となっている。 

 

【参照 資料 12：「社会人の大学・大学院進学に関する調査（2007 年 4 月 19 日 株式

会社マクロミル）】 

 

本研究科では社会人選抜においては、社会人が職場で抱えている問題を学問的な視

点から解決を図りたいというニーズに応えられるようにカリキュラム編成が行われて

いる。東京大学社会科学研究所の調査（本田由紀編『社会人大学院修了者の職業キャ

リアと大学院教育のレリバレンス』2003 年 3 月）によれば、社会人大学院は一般の理

解とは異なり、「相当大きな効果」を持ち、「供給が需要に追いついていない」と指摘

されている。また、社会人の満足度は、「教育内容と仕事との関連度」によることから

「教育内容の実践性」が問われる（本田編、前掲書）。本研究科では、特に、経営・会

計分野に金融の分野を備えた本研究科のカリキュラム及び授業担当者として官界と民

間からの優れた教員を招聘したことで、本研究科の教育は社会人にとっては魅力的な

ものとなっている。また、社会人は仕事を通して実務的に携わってきたことの「理論

的整理」をしたいというニーズを強く持っており（本田編、前掲書）、この点でニーズ
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に対し本研究科のカリキュラムは十分に対応できる内容となっていることから、各種

の専門的な職業人の志願が予想される。また、「ヘルスケアサービス・マネジメント」

におけるヘルスケアシステム、医療経営、質管理など、極めて差し迫った現代的な課

題を扱う講義科目も用意されており、この点からの志願者も見込まれる。企業・団体

に対するアンケートにおいても、医療・福祉団体を中心に 12 団体がこの授業に関心を

持っている。 

【参照 資料 6：「埼玉学園大学大学院経営学研究科設置に関するアンケート結果集計表

（本研究科に開設する授業科目について企業・団体が特に関心ある科目）」】 

 

なお、社会人の大学院進学状況を推計するために、わが国の総人口に対する社会人

の入学者比をとると、人口１千人当たり 0.0645 になっている。これを埼玉県全体（人

口 700 万人）で推計すると約 500 人、川口市（人口 51 万人）だけでも、32.25 人とな

る。この約 3 分の１が人文社会科学系の大学院に進学するとした場合 10 人強となる。

これが、本学を取り巻く社会人大学院生の社会的な基礎となる。 

本大学の近くには川口市以外にも、蕨市、さいたま市などの人口の多い都市が隣接

しており、産業基盤の整った地域であることから、社会的ニーズが高いと推計される。

また、本学は川口市における唯一の４年制大学であり、この点でも多くの社会人入学

者が期待される。また、現在ほとんどの大学が社会人選抜を行っているが、夜間及び

土日開講制をとっている大学は尐なく、埼玉県内で見ると、わずかに 3 大学 3 研究科、

その内、経営経済系大学院は 2 研究科にとどまる（財団法人日本生涯学習研究所『社

会人学習ハンドブック 2006 年度首都圏版』）。社会人学生は、職場や家庭との両立とい

う課題を抱え、極めて強い目的意識を持っている（本田編、前掲書）ことに対応して、

本研究科では、昼夜及び土曜日曜の開講制によってこうした社会人のニーズに応える。     

この点でも、本研究科の設置によって、社会人の入学志願者の掘り起こしが可能とな

ると考えられる。 

留学生選抜に関しては、日本における経営システムを学びたいというニーズは非常

に強いものがあり、これに応えるカリキュラムは体系的に編成されている。留学生の

求めている実務的な経営学と金融理論に関するニーズに対応したカリキュラムになっ

ている。目的意識が強く、勉学意欲にあふれた留学生を受け入れることで、国際交流

に寄与するとともに研究科の活性化を図っていきたい。 

 

② 修了者の進路に関する分析 

 本研究科は、アカデミズムと実務の融合した大学院であり、このためカリキュラム

は、常に新しい課題とその問題解決能力を修得して地域社会に貢献できるような人材

の養成を目指して編成されている。このため、本研究科に対する地域社会の理解と関

心は強い。企業・団体に対するアンケートによれば、34 団体中、14 団体が「強く関心

がある」と回答し、12 団体が「関心がある」と回答している。こうした、企業の期待

に応えることが修了者の進路を開くことだと考える。 

【参照 資料 4：「埼玉学園大学大学院経営学研究科設置に関するアンケート結果集計表」】 
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さらに、本研究科の修了生を採用したいかとの設問に対して、34 団体中、12 団体が

本学修了生を「是非採用したい」と回答(医療福祉 4、通信情報 2、建設１、専門・技術

サービス５)と回答し、10 団体が「採用したい」と回答（金融 3、情報通信 1、製造 4、

専門技術サービス２）していることから、本研究科修了者に対する関心も高まってい

ることがうかがえる。 

【参照 資料 4：「埼玉学園大学大学院経営学研究科設置に関するアンケート結果集計表」】 

【参照 資料 7：「埼玉学園大学大学院経営学研究科設置に関するアンケート結果集計表 

（本研究科の修了生を採用したいか」】 

 

首都圏での高度職業人養成の大学院に関する関心は高く、知識基盤型社会の到来に

よって、我が国の社会科学系大学院に対しても修士課程修了者に関しては、欧米のよ

うに門戸が開かれつつあると思われる。また、資格取得者に対するニーズは、社会的

にもますます強まっており、こうした資格試験取得者の進路は開かれている。社会人

学生に関しては、職業能力のアップ及びキャリアアップによって社内でリーダーとし

て活躍することが期待されると同時に本研究科において専門性を高め、新たな資格を

取得するなどして職業的に自立し活躍することが可能となる。留学生に関しては、本

研究科で習得した専門的な知識や問題解決能力を活かし、日本国内及び本国において

活躍することが期待される。なお、進学希望者に関しては、２年後の本研究科に博士

課程の設置を目指すと同時に、他大学の進学を希望する場合でも、本人の希望に応じ

て進路を切り開くことができるように指導していく。 

 

２．大学院の将来構想 

 本研究科は修士課程２年で設置申請を行い、修士課程の完成年度を迎える２年後に博士

課程の申請を行う予定である。 

 

３．研究科、専攻等の名称及び学位の名称 

 本研究科は、本学の経営学部（経営学科、会計学科）を基礎に設立する。大学院経営学

研究科経営学専攻の１研究科１専攻とする。また、経済活動及び企業経営にとって金融の

役割が大きな地位を占めつつある状況に鑑みつつ、本研究科の教育理念である学生自らが

独創的な解答を見つけ、具体的に企画・立案（デザイン）していくことのできる人材育成

を目指し、「経営デザインコース」と「金融デザインコース」の 2 コースを設ける。 

英語表記は 

     経営学研究科： Graduate School of Business Administration 

経営学専攻：  Course of Business Administration 

とする。 

また、学位は 

 修士（経営学）：Master’s Degree（Business Administration）とする。 
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４．教育課程編成の考え方及び特色 

本研究科の教育カリキュラムの編成は、大学のアカデミズムと先端的な実務との融合、

自ら独創的な解答を得る自立した研究能力の育成、幅広い視野からの研究活動の実践とい

う本研究科の教育理念に照らし、 

①  広く履修を進める基礎科目の設定 

② 理論的な科目と実務的な科目のバランス 

③ 研究に直結する科目を選択できるような多彩な専門科目の設定 

  に配慮してある。 

 

【本研究科の目標とする人材養成に応じたカリキュラム編成】 

（１）経営デザインコース 

 期待される人材養成 授業科目 授業科目の概要 担当教員名 

今日、欧米を中心とするグ

ローバリゼーションやアジ

ア諸国の急成長によってビ

ジネス環境が大きく変化し

ている。これと同時に、地

域が独自の個性を再認識

し、新しい企業・新しい産

業を生み出すことが地域活

性化の鍵になっている。こ

うした社会的な変化を踏ま

え、本コースでは、高い専

門性を持って経営や会計の

知識を修得し、独創的で人

間性豊かな経営や会計の専

門的な社会人を養成する。 

 

 

 

経営学特論 組織構造の設計と経営

戦略の関連を重視した

経営学に関する講義 

磯山 優 

組織の経済学特

論 

ゲーム理論に基づき進

化と適用のプロセスを

踏まえた 21 世紀型経営

組織論に関する講義 

西山 賢一 

経営労務特論 経営労務を軸とした日

本型経営と国際的な経

営環境の変化による経

営労務の現状に関する

講義 

渡邉 明 

ニュービジネス

特論 

ニュービジネスの起業

とそのために必要な企

業家精神と経営理論に

関する講義 

菊池 英雄 

マーケティング

特論 

マーケティングの概念、

生成と発展、戦略・立案

の理論に関する講義 

井上善美 

経営史特論 国際比較の視点からの

産業革命期から現在に

至る企業経営の発展過

程に関する講義 

大東 英祐 
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 期待される人材養成 授業科目 授業科目の概要 担当教員名 

 経営財務特論 株式会社の経済機能と

財務諸制度の発展のプ

ロセスを踏まえた財務

政策に関する講義 

箕輪 徳二 

ヘルスケアサー

ビス・マネジメ

ント特論 

評価論の分析手法に基

づく医療経営を中心と

したヘルスケアサービ

スに関する講義 

一戸 真子 

IR と企業情報

特論 

具体的な事例に基づく

市場対応の現場の分析

に基づく企業情報開示

の役割に関する講義 

米山 徹幸 

アジア経済事情

特論 

アジア地域における企

業展開のためのアジア

経済の現状把握とアジ

ア政策に関する講義 

松田  学 

谷口 智彦 

会社法特論 会社実務との架橋を意

識した新会社法におけ

る株主、経営者、債権者

に関する講義 

松山三和子 

財務会計特論 企業会計諸基準の変更

に伴う財務会計理論の

変更と具体的な会計諸

基準に関する講義 

新田 忠誓 

管理会計特論 旧来の原価計算・管理会

計のシステムの問題点

と新しい技法の意義・有

効性に関する講義 

峯岸 正教 

 

税務会計特論 税務会計特有の規定、取

扱い及び考え方に焦点

を当てた法人課税に関

する講義 

藤澤 鈴雄 
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 期待される人材養成 授業科目 授業科目の概要 担当教員名 

 国際会計特論 主要国の会計基準の特

徴と会計基準統合化、国

際会計基準の考え方に

関する講義 

李  相和 

会計監査特論 財務諸表監査を中心と

した会計監査システム

やその役割、内部統制シ

ステム等に関する講義 

中島 祐二 

簿記特論 会計学の視点にもとづ

く、株式会社における商

業簿記に関する実践的

な講義 

近田 典行 

 

 

（２）金融デザインコース 

 期待される人材養成 授業科目 授業科目の概要 担当教員名 

今日、急激な金融システム

の変化によって、金融が経

済活動に与える影響はます

ます大きくなってきてい

る。企業も消費者も金融に

関する知識を避けて通るこ

とは出来なくなってきてい

る。本コースでは、高度な

金融を基礎から応用までを

習得し、今日の金融に関わ

る多岐にわたる問題を学習 

金融論特論 

 

日本銀行の役割を中心と

した金融システムの動態

と現状に関する講義 

神津多可思 

中村宗之 

国際金融論特

論 

ニクソン・ショック以降の

変遷を踏まえた金融グロ

ーバリゼーションの意義

と本質に関する講義 

本澤  実 

貨幣論特論 貨幣理論の形成史を踏ま

えた通貨システムの変遷

と国際通貨システムの現

状に関する講義 

奥山 忠信 

し、研究することによって、

社会にとっての金融のある

べき姿や企業そして個人に

とっての金融との関わり方

を考察する。また、税法シ

ステムの変化に対応し、地

域企業を支える人材の育成

をめざす。 

証券市場特論 証券市場における信用リ

スクの現実問題をサブプ

ライム金融危機などの具

体例に基づいての講義 

関村 正悟 

現代金融シス

テム特論 

我が国における金融ビッ

グバンの意義と国際的な

視点から見た現代金融制

度に関する講義 

木下 信行 

  



 -13- 

 期待される人材養成 授業科目 授業科目の概要 担当教員名 

 リスクマネジ

メント特論 

金融機関のリスク管理に

ついての歴史的経緯、リス

ク管理手法の発展、当局に

よる規制のあり方等に関

する講義 

富家 友道 

リスクと保険

特論 

リスクファイナンスと保

険に関する諸問題の分析

に関する講義 

近見 正彦 

租税法特論 国際比較を通した租税の

制度、その意義と役割に関

する理論及び今日的課題

に関する講義 

望月 文夫 

税務会計特論 課税の客観性・公正性など

税務会計特有の規定によ

る法人課税及び金融分野

等の今日的諸問題に関す

る講義 

藤澤 鈴雄 

 

５．教員組織の編成の考え方及び特色 

 学部と大学院との一貫教育を確立するために、経営学部所属の教員 5 名を大学院専任教

員とするとともに、カリキュラム編成上、理論と実務の融合を図る上でコアとなる基礎的、

理論的な科目に専任教員を配置することとし、しっかりとした基礎理論のもとでの教育研

究を進めていくことができるよう教員組織を編成している。 

さらに、理論と実務の融合という教育理念に照らし、理論面での先端的な研究者と民間

の指導的な実務経験者を客員教授及び非常勤講師として招聘して教員組織を編成している。

アカデミズムと実務との高度でかつ緊密な連携を図り教育研究に当たる。 

 

【専任教員としての招聘】 

  ① 大学での先端理論の研究者として、「組織の経済学特論」、「経営史特論」、「リスク

と保険特論」の 3 名の教員を専任（いずれも博士）で招聘する。 

② 実務経験者の専任教員の招聘は、民間からは「IR と企業情報特論」(元大和インベ

スターズリレーションシップ・取締役)と官界からは「租税法特論」（元国税庁・博士）

の 2 名であり、いずれも実務的に専門性の高い分野である。 

【客員教授・非常勤講師としての招聘】 

① 官界からの招聘は、「アジア経済事情特論」（財務省関係者及び元外務省の 2 名で

担当）「現代金融システム特論」（金融庁参事官）、「金融論特論」（日本銀行審議役、

大学関係者と 2 名で担当）、「税務会計特論」（元国税庁）、4 科目 6 名 
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② 民間からの招聘は、「会計監査特論」（公認会計士）、「国際金融論特論」（日本未来

キャピタル副社長・博士）、「証券市場特論」（インベスターセレクトアドバイザー

ズ マネジングディレクター）、「リスクマネジメント特論」（みずほ証券 CIO 部長、

元金融庁）、4 科目 4 名。 

③ 大学関係からの招聘「経営労務特論」、「ニュービジネス特論」（民間金融機関調査

部長も経験）、「マーケティング特論」、「経営財務論特論」、「ヘルスケアサービス・

マネジメント特論」、「会社法特論」、「簿記特論」7 科目 7 名。 

現在本学在職者は 5 名、「経営学特論」、「財務会計特論」、「管理会計特論」、「国際会計

特論」、「貨幣論特論」である。 

専門科目の開設は、全 25 科目（27 名）で、個々人の研究課題に則した科目を履修でき

るよう、定員 10 名に対して多彩な教員とカリキュラムを整えている。 

    

６．履修指導、研究指導の方法及び修了要件 

（１）履修指導、研究指導の基本的な考え方 

 ① 研究能力を有した社会人の育成という観点から、自らの研究課題の完成を中心に

履修指導、研究指導を行う。 

 ② 研究上の視野を拡げるために 1 年次には幅広い専門科目の履修を進める。特に基

本科目に関しては所属コースの枠を越えて履修するよう指導する。 

③ 社会人学生に関しては、特に他学部出身者には、コースの枠を越えて基本科目の

履修をするよう指導する。 

（２）履修指導 

① 研究指導に際しては、主指導教員 1 名、副指導教員 1 名、計 2 名による複数指導

体制を取る。 

② 指導研究課題の設定と主指導教員の決定に関しては、慎重を期して一定期間内に

同時並行的に行い、様々な教員とのディスカッションを通して学生と教員の双方が

納得のいく形で決定するよう指導する。場合によっては教務関係の委員が学生の相

談にのることとする。なお、主指導教員については、専任教授が当たることとする。 

③ 副指導教員 1 名に関しては、主指導教員と相談の上で決定する。副指導教員に関  

しては、専任の教員及び兼任の教員が当たることとする。 

④ 専門科目の履修に関しては、主指導教員・副指導教員と相談の上、学生の自主的

な判断で決定することとする。指導教員は、学生のこれまでの研究状況、研究テー

マ等を考慮して、研究課題及びこれと関連する分野の履修科目選択の相談に応じる

こととする。 

    なお、専門科目は半期 15 コマ、2 単位制とし、「研究指導Ⅰ」は１年次、「研究指

導Ⅱ」は２年次でそれぞれ年間を通じて履修することとして併せて 8 単位とする。  

また、社会人学生の履修希望を考慮し、授業時間帯は相談しながら柔軟に対応するこ

ととする。 

   専門科目及び研究指導Ⅰ・Ⅱに関する評価は、A、B、C、D の 4 段階評価とし、D

評価は不可とする。 
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（３）研究指導と修士論文の作成 

ア．修士論文の到達目標 

  ① 当該テーマに関する学界の水準を踏まえていること。 

② 当該分野に関する先行論文、資料等の文献を把握していること。 

③ 調査研究に関しては、調査の対象の範囲や分析が当該研究分野の水準に達してい

ること。 

④ 問題の解決に際して、研究者の独自の論理、知見、発想が見られること。 

   以上の点を目標に、指導教員は、定期的に研究活動の報告を受け、研究指導を行う。 

 

イ．修士論文作成スケジュール 

【1年次】 
 

4  ─  

 

              問題関心にしたがってテーマの絞り込み 

 

6 ─ⱴכ♥   

                  

文献・資料の収集及び調査 

   

12   ─ ─  

 

               

          各コース会議での論文作成指導上の意見交換と学生への指導 

 

               文献・資料研究・調査研究と論文草案の作成 

 

ₒ ₓ 

 

  5 2   

      

 

各コース会議での論文作成指導上の意見交換と学生への指導 

       

6 30   ─ ≤ ─  

                  

 

 

11 1  2  

 

各コース会議での論文作成指導上の意見交換と学生への指導 

                       修士論文の完成に向けて 

1 10  ─  

    

                  修士論文の意義と問題点の整理 

 

2  ┘  

    

   

 

3   
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ウ．修士論文の審査 

  学位審査は、下記の学位論文審査及び最終試験実施要領の下に行う。 

【参照 資料 13：「埼玉学園大学大学院経営学研究科修士課程学位論文審査並びに最終試

験実施細則（案）」】 

 

＜学位論文審査及び最終試験＞ 

 

                ・主指導教員承諾書を添付 

                ・概要（1,000 字程度） 

 

 

 

                ・正本 1 部、副本 4 部 

 

 

 

  

                ・大学院委員会が 3 名の委員を任命（2 名は主指導教員

及び副指導教員） 

 

 

 

 

              ・筆記又は口述  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

注：秋期修了者についても同様のスケジュールで行う。 

  

学位論文の題目と概要の提出 

（～６月３０日） 

 

学位論文の提出 

（～1 月 10 日） 

 

╩  

 

 

 

3 10 ╕≢⌐  

╩ ⌐  

 

 

 

⌐  

 

─  



 -17- 

（４）履修モデル 

【コース・分野別標準履修モデル】 

 コース分野ごとの標準履修モデルは、各分野のエキスパートとなるための標準的な履修

モデルである。各分野について、1 年次には専門的な研究の基礎となる科目を履修する。そ

の際所属コースだけではなく、必要に応じて他のコース他の分野の基礎的な科目を履修す

ることが望ましい。2 年次には、応用的な分野を履修し、修士論文の作成に役立てると同時

に、社会的に幅広く活躍できるような履修モデルとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

（５）修了要件 

  次の要件を満たしているときは、修了を認める。 

大学院に 2 年以上在学し、履修要件に定める授業科目を履修し、専門科目 22 単位以上、

「研究指導Ⅰ」4 単位、「研究指導Ⅱ」4 単位の計 30 単位以上取得して最終試験に合格

すること。ただし、特別に優れた業績を上げた者については、本研究科に 1 年以上在学

すれば足りるものとする。 

ここで優れた業績を上げた者とは、下記のいずれかに該当する者。 

① 在学期間中に全国学会誌に論文を掲載する等、優れた業績を上げ、30 単位以上の

履修要件を満たし、修士論文試験に合格したと認定した者。 

② 本大学出身者で 30 単位以上の履修要件を満たし、修士論文審査に合格したと認定

した者。 

   なお、本大学在学生に関しては 4 年次に大学院研究科の授業科目を 8 単位まで履修

することを認め、入学後に大学院の単位として認定することができる。 

   他大学の大学院修了生に関しては、入学後の申請に基づいて 8 単位までの単位を認

定することができる。 

 

７．施設・設備等の整備計画 

（１）大学院学生の研究室〈自習室〉の整備 

 【インデックス 5 の 8 頁「経営学研究科大学院学生研究室平面図」参照】 

 大学院学生専用の研究室（自習室）を確保するため、現在、学部学生のために使用し

ている演習室１室（44.48 ㎡）を転用し、収容定員 20 名分の研究室として新たに整備す

る。合わせて、大学院生用に５台のコンピュータを設置するとともに、各机にパソコン

利用ができるよう LAN 配線を行う。 

  また、大学院生同士の共同学習が可能となるよう同室にテーブルを配置する。 

（２）講義室等の整備  

資料 14 「履修モデル」に掲載 
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【インデックス 5 の 5 頁「埼玉学園大学校舎等平面図」以降参照】 

  大学院学生の研究が効率的に進められることに配慮し、講義室及び演習室は、原則と

して研究室（自習室）と同フロアーに整備する。 

  専用の講義室として１室（301 教室、73.80 ㎡）を、専用の演習室として、現在講義室

として利用している 309 教室（73.80 ㎡）を２室に区分けして各室 36.90 ㎡の演習室に

転用する。また、学部学生との共用の講義室として 3 室(302 教室～304 教室、各室 73.80

㎡)の使用を可能とする。なお、学部学生の教育に支障を与えないようにするため、４階

のグループ学習コーナーとして使用している箇所を演習室として新たに２室（36.90㎡、

33.82 ㎡）整備し、必要に応じて大学院教育にも使用する。 

 【参照 資料 15：「埼玉学園大学大学院経営学研究科 時間割表（予定）及び教室の使

用予定」】 

 

（３）図書等の資料の整備 

  平成 13（2001）年に人文系・社会系の大学として開設し、大学の教育・研究に必要な

図書、逐次刊行物、視聴覚資料及びコンピュータ可読資料等、毎年約 2,500 冊の図書を

整備している。平成 20 年度末で図書 76,870 冊、学術雑誌 130 種、視聴覚資料 1,238 点

となっている。 

このうち、社会科学分野における図書は 30,336 冊（うち外国図書 4,518）、学術雑誌

65 種（うち外国書 26 種）、視聴覚資料 90 点（うち外国資料 2 点）を備えており、また、

大学院開設に向けて約 600 冊（うち外国書約 120 冊）の図書を新たに整備する。 

図書資料等の収集にあたっては、利用状況を常に把握しつつ、体系的に資料を収集する

ため、教員と情報メディアセンター職員が協力して蔵書構成上の適否などを検討し収集

するなど図書資料の充実を目指している。 

【参照 資料 16「埼玉学園大学・川口短期大学情報メディアセンター規則】 

【参照 資料 17「埼玉学園大学・川口短期大学情報メディアセンター図書資料管理規程】 

   

（４）デジタルデータベース、電子ジャーナル等の整備 

情報媒体の変化により、オンラインデータベースの提供は大学図書館としては必要不 

可欠なものであるという認識のもと、教育・研究上有用なデータベースを吟味し、提

供している。 

 特に、教育上必要不可欠と思われる二次情報データベースとして「CiNii」、「日経テ

レコム 21」を、一次情報データベースとして「朝日新聞 聞蔵Ⅱビジュアル」、「ヨミダ

ス」、「Japan Knoｗledge」などを学内ネットワークを通じて全学へ提供してきた。 

 さらに、平成 21 年度からは、「日経 BP 記事検索」の提供も開始し、学生のニーズ

にあった情報提供を目指している。 

 なお、電子ジャーナルについては、洋雑誌の print 版契約に付随する数点の購読にと

どまっているが、データベースも含め、学部・研究科からの要望を考慮しつつ、順次

整備していく。 
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（５）情報メディアセンターの閲覧等について 

  本学情報メディアセンターは、約 1,012 ㎡のスペースに約６万冊の図書と座席数 174

席を備えた開架部分と、188 ㎡のスペースに約 14 万冊収蔵可能な閉架部門の２区画で構

成されている。 

  閉架部分は書庫のみ（閉架書庫）であり、重複図書や過年度年鑑類のみが所蔵されて

いる。 

  蔵書検索については、オンラインコンピュータ目録 OPAC を提供し、学内に限らずイ

ンターネット環境がある場所のどこからでも検索が可能になっており、利用者の便を図

っている。閉架書庫は情報メディアセンター職員のみの立入に制限されているが、書庫

の資料も OPAC 検索対象であり、利用者の要望により資料提供を行っている。 

  また、教育・研究促進のため、学生を対象としたガイダンスを実施し、図書や雑誌の

印刷媒体はもちろん、デジタルデータベースも含めた資料利用の促進を図っている。 

 

（６）他大学図書館等との協力について 

  本学情報メディアセンターは、私立大学図書館協会に加盟するとともに、地域の私立

大学との連携を重視し、埼玉大学・短期大学図書館協議会（通称 SALA）に加盟し、埼

玉県内の加盟大学と協定を結び、相互協力活動を行っている。 

  また、独立行政法人国立情報学研究所の NACSIS－CAT システムに加盟し、本学蔵書

の総合目録データベースへの登録を積極的に進め、情報の共有化を図っている。さらに、

NACSIS-ILL へも加盟し、他大学図書館等との相互利用環境を維持、活用している。 

 

平成 20（2008）年度の相互利用実績は、次のとおりである。 

複写依頼 複写受付 貸借依頼 貸借受付 閲覧依頼 閲覧受付 

３０６件 ２件 ６８件 １件 ４件 ０件 

 

８．既存の学部との関係 

 本研究科は、本学経営学部を基礎とするものである。本学経営学部は経営学科と会計学

科からなる。経営学科には経済学関連の授業科目が開設されているが、現在の経済活動を

取り巻く環境の下では、金融分野が企業経営の不可欠の領域となっていることから、金融

の領域を拡充している。また、会社経営にとっての租税法関連領域のニーズの高まりと会

社経営の一つの形態としてヘルスケアの問題についても取り上げ、関連の授業科目を設置

している。    
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【既存の学部と大学院経営学研究科との関係】 

経営学部        経営学研究科 

               

＜経営デザインコース＞ 

       経営学科        経営分野 

    会計学科        会計分野 

            

＜金融デザインコース＞ 

金融分野 

税務分野 

 

９．入学者の選抜方法 

 本研究科では先に述べたようにグローバリゼーションの進行する中で生み出されてきた

知識基盤型社会に対応する人材として高い専門性と独創的な問題解決能力を重視する教育

を行うことから、論文作成能力に重点を置いた入試を行う。研究計画書と口述試験を重視

することによって、受験生の問題関心を本学の実務と理論の融合した本学の教育研究シス

テムとの適合性を見ることができる。また、アドミッションポリシー（１－（５）－ウ）

で示したように、本学では学部大学院一貫教育の一環として大学院を位置づけており、こ

の点から一般選抜とは区別して、学内推薦入試を設けている。同様に、社会人に関しても、

実務的な問題関心を理論的に考察したいという強い希望があり、また、本学の教育研究シ

ステムはこうした要望に応えうるものになっているため、一般選抜と平行して推薦入試の

枠を設け、問題関心の的確さを重視する入試方法を併用している。留学生に対しては、日

本語能力に関する試験と研究計画書と口述試験を中心とした選抜を行う。 

  

ₒ ₓ 

① 研究計画書 2000 字程度（研究課題、研究課題に関する問題関心、これまでの研

究経過と今後の研究計画） 

② 専門科目に関する筆記試験 

③ 口述試験 

【 】 

① 演習指導教員の推薦書 

② 研究計画書 1000 字程度（研究課題、研究課題に関する問題関心、これまでの研

究経過と今後の研究計画） 

③ 口述試験 

 

ₒ ₓ 

  ○社会人推薦選抜 

① 所属会社・団体等の責任者の推薦状 

②  研究計画書 1000 字程度（研究課題、研究課題に関する問題関心、これまでの
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職業体験と今後の研究計画） 

③ 口述試験 

○社会人一般選抜 

① 研究計画書 2000 字程度（研究課題、研究課題に関する問題関心、これまでの職

業体験と今後の研究計画） 

② 専門科目に関する筆記試験 

③ 口述試験 

 

 【 】 

① 日本語能力に関する試験 

② 研究計画書 2000 字程度（研究課題、研究課題に関する問題関心、これまでの研

究経過と今後の研究計画） 

③ 口述試験 

10．大学院設置基準第 2条の 2項又は第 14条による教育方法を実施する場合  

社会人学生のニーズが高いこと、学部卒の学生においても働きながら学びた

い希望があることから、本研究科において働きながら学べる機会を確保するた

めに、大学院設置基準第14条による教育方法の特例を実施し、昼夜開講制及び

土・日曜日の開講、夏期（8月下旬～9月上旬）や冬期（12月下旬）などの長期

休暇中における集中講義を行う。 

 

①修業年限 

社会人学生の修業年限は、一般学生と同様の2年とし、特に優れた業績をあ

げた者については1年以上在籍すれば良いものとする。また、社会人学生の学

習意欲を維持するために、学生個々人の学習環境や勤務環境等を考慮し、所

定の手続きにより修士2年の課程を3年で修了することを可能とする長期履修制

度を創設し、入学時に選択させる。この際、学費は課程を2年で修了する者と

同額とする。 

②履修指導及び研究指導の方法 

特に社会人学生に対しては、主指導教員及び副指導教員が研究テーマの設

定と履修計画などについてきめ細かに指導する。 

③授業の実施方法 

大学院設置基準第14条による教育方法の特例によって昼夜開講制を採

用し、授業や演習、研究指導等はその一部又は全部について、平日の夕方か

ら夜間（18：30～21：40）、土・日曜日（10：40～19：40）に開講し、さらに

夏期休暇、冬期休暇等に集中講義を実施することがある。学生は「いつでも」

「どこからでも」本学ネットワークにアクセスできるようにする。 

④ 教員の負担への対応 

平日の夕方や夜間、土・日曜日の昼間に授業を実施するため、これらの授業

を担当する教員は当日の昼間の授業を軽減するなどの配慮をする。また、出席
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管理やレポート提出・評価などの作業でシステム化できるものは最大限デジタ

ル化や自動化を行うことによって作業量を軽減し、教育力向上や調査研究の指

導に力を注げる体制を構築する。また、教員の負担が過度にならないよう、教

員の教育研究活動の実状を個別に把握し、きめ細やかに対応する。 

⑤図書館・情報処理施設等の必要な職員の配置 

図書館は現在の開館時間（月～金曜日9：00～21：00、土曜日9：00～17：00）

に加えて、社会人学生を含む大学院生が利用可能な開館時間帯（日曜日9：00

～17：00）を設定し、学習を支援する体制を整える。図書の貸し出しにあたっ

ては、すでにインターネットを通じて遠隔のパソコンから所蔵図書の検索が

できるようになっており、容易に図書貸し出しできるよう利便性に配慮して

いる。情報処理施設については、学内のすべてのパソコンは授業で使用され

ない限り自由に利用することができ、学生数に対して十分な台数が確保され

ている。また、授業が開講されている夕方や夜間、土・日曜日の時間帯にも

事務職員を配置し、事務を円滑に進め、各種手続きの処理を迅速に行う。 

【参照 資料 18「埼玉学園大学・川口短期大学情報メディアセンター利用規程（改正案）」】 

 

11．管理運営体制 

 本研究科の管理運営機関として研究科委員会を設置するとともに教務委員会、入試委員

会、自己点検評価委員会、FD 委員会を設置する。なお、具体的な管理運営体制は下図のと

おりである。また、学生指導については、主指導教員が学生の指導にあたるものとし、学

生指導担当の委員会は設けない。 

＜管理運営体制＞ 
                 ・構成員：学長、教授及び学長が必要と認めた場合準教授 

                 ・開 催：定例月１回（水曜日） 

                 ・所掌事項  

・大学院の教育課程、試験及び単位認定に関する事項 

・大学院学生の入学、退学、休学、転学及び修了に関する事項 

・大学院における教育職員の人事に関する事項 

・大学院学生の賞罰に関する事項 

・大学院学生の教育・研究指導に関する事項 

・その他大学院に関し、学長が必要と認めた事項 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 長 研究科委員会 

教務委員会 

FD 委員会 

入試委員会 

教学に関する全般的な業務を担当し、委員 3 名とする。定例会議を

原則として月１回（水曜日）に開催し、その他必要に応じて随時開

催する。 

 
教学に関する全般的な業務を担当し、委員２名とする。定例会議を

月１回（水曜日）に開催し、その他必要に応じて随時開催する。 

 

入試に関する全般的な業務を担当し、委員を２名とする。定例会議

を原則として月１回（水曜日）に開催し、その他必要に応じて随時

開催する。 

 

FD に関する全般的な業務を担当し、定例会議を月１回（水曜日）

に開催し、その他必要に応じて随時開催する。(P25 参照) 

自己点検評価委員会 自己評価に関する全般的な業務を担当し、研究科委員会から相対的に独立した立

場で研究科委員会に対して提言を行う権限をもつ。定例会議を月１回（水曜日）

に開催し、その他必要に応じて随時開催する。 
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12．自己点検・評価 

（１）実施方法・実施体制 

 本学においては、教育研究の水準の向上を図り、本学の教育理念・目的及び社会的

使命を達成するため、本学の現状について自ら点検・評価を行う「自己点検評価委員会」

を設置しており、大学院においても同委員会が中心となって実施することとなる。 

 その際、学校教育法に基づく大学院に係る認証評価機関の評価にも対応できる自己

点検を行うことを基本とする。 

 自己点検・評価は、大学院としての教育研究組織、教育課程（教育内容、学習量、

教育評価など）、教育研究活動（ＦＤ等組織的な取り組み、教員の教育研究活動を活性化

するための評価体制、学生による授業評価など）、管理運営（自己点検評価の結果を大学

院運営の改善・向上につなげるシステム、情報公開など）、教育研究環境（施設設備の適

正化、図書の整備など）を中心に行うこととなるが、本研究科の教員組織構成上の特色

を活かして、以下のように行う。 

① 多くの客員教授・非常勤講師を招聘し、かつ、その多くが官界、民間の指導的な人

材であることから、定期的な意見交換を持ち、大学院の教育研究内容と管理運営に

関する評価を仰ぐ 

② 学生の中には社会人として経験を積んだ学生が含まれることが予想されるため、学

生との意見交換の場を設け、大学院の教育研究に関する評価を受ける。 

③ 教員の個々の自己評価、学生からの教員に対する記述式のアンケートによる評価を

行う。 

④ 上記①～③の事業を遂行するために、相対的に孤立した立場から自己評価に基づい

て教育研究、管理運営に関して提言を行う機関を設ける。 

⑤ 教員の研究教育活動報告書を研究業績、教育業績、社会貢献（国際交流を含む）に

まとめ毎年報告書を作成する。 

⑥ 大学院教員による研究会を年 2 回開催し、相互の研究交流を行うとともに、毎年報

告書をまとめる。 

⑦ 埼玉学園大学叢書を刊行し、教員の研究を公表し、社会に大学の成果を還元すると

ともに社会的評価を仰ぐ。 

【参照 資料 19「埼玉学園大学研究叢書刊行に関する規則」】 

【参照 資料 20「埼玉学園大学研究叢書刊行委員会規程」】 

【参照 資料 21「埼玉学園大学研究叢書刊行に関する規程」】 

 

（２）評価結果の活用 

  学長及び研究科長は、評価結果を大学院の運営や授業実施上の問題点等の改善、大学

院生の研究能力向上に向けた取組みや各教員の授業の質の改善及び今後の研究活動を支

援し促進するための措置を講ずるための参考とする。 

（３） 評価結果の公表 

  評価については毎年報告書にまとめ、ホームページ等を通じて公表する。 
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13．情報の提供 

 本学における情報提供の方法としては、大学のホームページ、埼玉学園大学学報、学内

掲示、研究紀要等の印刷資料の配布などにより学内外に広く提供しており、大学院設置後

においても同様に情報メディアセンターが中心となって情報の提供を行う。 

 内容は、大学院設置後の理念・目的・研究科の概要、カリキュラム、シラバス、専任教

員のプロフィール・研究成果・教育活動、自己点検報告、財務状況、施設設備、入試情報・

入学案内、就職情報、取得できる資格・免許、設置認可に係る情報を提供する。また、大

学院に関する説明会の開催や企業・団体向けの大学院説明会資料を作成・配付し、本大学

のアドミッションポリシーを明確に示していくこととする。 

 

14．授業内容・方法の改善を図るための組織的な取り組み 

（1）ＦＤに関する基本方針 

本学においては、授業内容・方法の改善を図るため、FD 委員会を設置し、①授業の工

夫・改善に関する交流会（教員全員からの報告を受け、出された意見や提案を基に課題

として取り上げ検討する）、授業アンケート（春期と秋期に学生アンケートを実施し、報

告書を作成。併せて学生との座談会を実施）、新任教員ガイダンス、FD セミナー研修（他

の機関・団体が実施する FD 講座等への参加を含む）を行っており、大学院設置認可後に

おいても基本的には同様の視点からアプローチするが、本研究科独自に、以下の視点か

ら授業内容・方法の改善を図ることとする。 

本研究科では理論と実務の融合された教育研究制度を特徴とし、外部から多数の教員

を客員教授等として招聘していることから、研究教育のあり方について実務界の経験者

との交流を通して、双方の教授能力を高めていく。このため、 

① 大学院研究科にＦＤ委員会を設置する。 

② FD 委員会は、教育に関する研修を組織・運営するとともに、報告書をまとめ、必要

な改善策について研究科委員会に提起する。 

③ 専任教員と客員教授・非常勤講師との交流会を設け、授業及び研究指導のあり方に

ついての懇談会を実施する。 

④ 教員間の会議とは別に、教員の教授能力の向上のために教員と学生の間での意見交

換会を実施する。 

⑤ 各教員は、毎学期ごとに担当科目ごとの指導に関する報告をまとめる。 

⑥ 客員教授及び非常勤講師の教員に対し本研究科の教育指導に関するアンケートを行

う。 

⑦ 学生による授業評価を行う。 
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（２） ＦＤ委員会の組織 

 

研究科委員会 
独立 

ＦＤ委員会 
←答申 

                       ＦＤ委員会委員長 

                       委 員（予定） 

                        専任教員   5 名 

                        客員教授・非常勤講師 2 名 

                        オブザーバー（将来）若干名 

 

 [注] 客員教授、非常勤講師等研究科構成員でない教員を参加させることにより、研究科

委員会から独立させるとともに、講義全体の改善を網羅し、ＦＤ活動を活性化させ

る。また、外部有識者のオブザーバー依頼も考察に入れている。 

 

（３）ＦＤ委員会の年間運営スケジュールと内容 

  

・委員長の選出 

・本年度ＦＤ方針の決定 

 

＜客員教授・非常勤講師へのＦＤ方針説明会＞ 

 

                 ・評価作業の策定 

 

 

＜6 月前期 学生授業アンケートの実施＞ 

 

                 ・学生授業アンケートの分析  

         

        

         

・ 学生授業アンケートの分析結果報告と改善の提案 

 

  

 

                 ・全研究科ＦＤ会議の結果 

・中間報告書の作成 

 

   

 

 

            

   

       

                 ・前期活動の総括と今後の活動計画の策定 

 

  

4 月 第 1 回ＦＤ委員会 

５月 第 2 回ＦＤ委員会 

6 月 第 3 回ＦＤ委員会 

7 月 ＦＤ委員会主催によ

る全研究科ＦＤ会議の開催 

8 月 第 4 回ＦＤ委員会 

9 月 ＦＤ委員会主催による学

生との意見交換会の開催 

10 月 第５回ＦＤ委員会 
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・評価作業の策定 

 

 

＜12 月 前期 学生授業アンケートの実施＞ 

 

 

・学生授業アンケートの分析 

   

 

 

・学生授業アンケートの分析結果報告と教員

の対応の分析 

 

      

 

 

 

 

    

    

 

 

                              

    

 

 

 

                ・来年度へ向けての授業改善方法の模索 

・最終報告書（外部報告）の作成 

・研究科委員会への答申事項の整理及び答申 

11 月 第 6 回ＦＤ委員会 

１月 ＦＤ委員会主催による全

研究科ＦＤ会議の開催 

2 月 

・ＦＤ委員会主催による学生との意見交換会の開催 

・客員教授・非常勤講師とのＦＤ活動についての懇談会 

 

3 月 ＦＤ委員会主催によるシラバス作成のためのＦＤ教

員集会 

 

 

3 月 第８回 ＦＤ委員会 

12 月 第７回ＦＤ委員会 


